
市政一新プログラム　改革項目実施計画表 ＜平成１６年５月２５日＞

項目番号 ２－①

 協   働 ○
 効   率
 自   立

期日

改革項目

所管部・室

　パブリックコメント制度の充実

改革方針

　企画財政部　広報対話室

改革の具体的内容

制度の充実を図
る

・案件の予告
・補完手法の運
用
・条例制定の検
討

東川元信

平成16年3月

理
念

目
標

市民生活に影響を与える制度の導入や計画の策
定に際し、広報紙やホームページ等を通じて素
案を公表し、市民の意見を、制度や計画の策定
に反映させるこの制度を更に充実させる。

所管室長名

改 革 項 目の
現状と問題点

〔現状〕
・平成14年8月「名張市パブリックコメント制度実施要綱」を制定。
平成14年度　　7案件　意見232件（修正22件18項目）
平成15年度　　6案件　意見108件（修正23件15項目）

〔問題点〕
・制度を充実させるために、市民や職員に更に啓発していく必要があ
る。
・案件によっては市民との対話が必要なものもありパブリックコメント
だけでは不十分な場合がある。（住民説明会など補完制度の確立）
・案件（資料）が膨大に及ぶ時は、市民に分かりやすいように概要版等
の作成が必要である。

①パブリックコメント案件（資料）は、できるだけ市民にわかりやすい
表現と資料提供に努める。
②広報紙やインターネットなどで募集案件をあらかじめ予告し、市民の
関心度を高める。
③必要に応じ住民説明会など補完手法の運用を図る。
④パブリックコメントの実施によって、透明性が保たれ、民意を尊重す
る方向へより進展させるために制度の条例化を検討する。
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市政一新プログラム　改革項目実施計画表 ＜平成１６年５月２５日＞

年     度

内      容

目　　標
(数値等)

経費節減額
　　　(千円)

内　容

目　標
（数値等）

経費節減額
　　　(千円)

16

・ホームページに
よる案件の予告実
施（8月）
・新しい名張市総
合計画基本構想と
前期基本計画（素
案）公表時に概要
版を作成した。
（9月、1月）

17 18

・制度の充実・制度の充実（市
民にわかりやすい
情報提供等・4月
～）
・案件の予告（6
月～）
・補完手法の運用
（4月～）

補完手法の運用
（必要に応じて住
民説明会を開催）

・制度の充実
・条例制定の検
討

条例制定の検討

年度別
計　 画

15

・制度の充実
　（４月～）
・現状分析
　（４月～）
・周知方法の拡大
　（４月～）
・案件の予告
　（９月～）
・資料提供の充実
ー概要版等作成ー
　（10月～）

案件の予告
資料提供の充実

計画に
対する
成　果

案件の予告
資料提供の充実
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市政一新プログラム　改革項目実施計画表 ＜平成１６年５月２５日＞

項目番号 ２－②

 協   働 ○
 効   率
 自   立

期日

改 革 項 目の
現状と問題点

改革方針

　企画財政部　広報対話室 所管室長名

改革項目

所管部・室

〔現状〕
・市民アンケートについては、必要に応じて各部門で単発的に実施した
ことがある。
 
〔問題点〕
・全庁的な調査制度（手法）の構築が必要である。
・市民の意向を反映した施策展開を図るため、市民パネル等を設置し
様々な行政課題についてモニターしていく必要がある。
・行政サービスの全体又は特定の行政サービスの目標の達成度や、受け
て（市民）の満足度について定期的に調査し市政に反映させる。
・各分野ごとに市民の代表が参加できる（市民会議）手法を検討する。

①市民の意向や生活満足度を調査するための制度を構築する。
　関係所管（情報政策室、総合企画室や行政改革評価室等）と協議しな
がら進める。
②定期的な市民意識調査を実施する。
③市政モニター又は市民パネル（統計的手法1,000～1,500人に選定され
たモニター）の設置を検討する。
④各部門の政策形成や施策展開についてのモニタリングを行うための市
民会議の設置を検討する。

改革の具体的内容

市民意向･満足度
をはかるしくみ
を構築します。

・市民意識調査
の実施

・市政モニター
の設置検討

東川元信

平成17年3月

市民意向･満足度調査体制の構築

理
念

目
標

行政にもマーケティング手法を導入し、市民の
意向や生活満足度をアンケートや調査により、
行政に反映するシステムを、所管ごとや全庁的
規模で構築する。
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市政一新プログラム　改革項目実施計画表 ＜平成１６年５月２５日＞

年     度

内      容

目　　標
(数値等)

経費節減額
　　　(千円)

内　容

目　標
（数値等）

経費節減額
　　　(千円)

－

市民意識調査の実
施

16

・市民意向･満足
度調査制度の構築
については、継続
して検討中
・新しい総合計画
策定のための市民
意識調査実施（6
月）

17 18

・制度の充実
市政モニターの
設置
・各種モニタリ
ングの実施
・市民会議の設
置

・市民意向・満足
度調査制度の構築
・制度の充実
・市民モニターの
設置検討（9月
～）
・各種モニタリン
グの検討（9月
～）
・市民会議の設置
検討（9月～）

市政モニターの設
置

－

・制度の充実
・市政モニター
の設置
・各種モニタリ
ングの実施
・市民会議の設
置

市民会議の設置

15

・市民意向･満足
度調査制度の構築
・市民意識調査の
実施（7月～8月）
今後、定期的に実
施

市民意識調査の実
施

－

年度別
計　 画

計画に
対する
成　果
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市政一新プログラム　改革項目実施計画表 ＜平成１６年５月２５日＞

項目番号 ２－③

 協   働 ○
 効   率
 自   立 ○

期日

市民を中心にいつ
でも自由に意見を
述べ、議論に参加
できる電子会議室
を開設する。
市民の行政への
参画・協働の推進

平成１７年３月

改革項目 　市民電子会議室の設置

改革方針

インターネットを通じて市民が自由に行政の課題に
ついて論議する市民電子会議室を設置する。

理
念

目
標

所管部・室
　企画財政部　広報対話室
　総務部　情報政策室

所管室長名
　東川　元信
　中野　伸宏

改 革 項 目の
現状と問題点

〔現状〕
現在、パブリックコメント制度の導入やまちかどトーク、市長への手紙など市民
との情報の共有と対話に努めている。
今後、新たなまちづくりを進めていく上で、市民対行政ではない、市民と行政
と、また市民同士の情報共有・情報交流がよりいっそう重要なものとなってく
る。

〔問題点〕
運営にあたっては、会議室の進行役や管理者としての問題提議等を行わなけ
ればならない。また、投稿される内容が常に不適切でないかをチェックする運
営体制が必要となる。
　このため、専任の人員と体制が不可欠である。

改革の具体的内容

・実施・運営方法の検討及び仕様の決定
　　まちづくりに関する「意見を聴く場」でなく「意見を交わす場」を、インター
ネット上に設置するために実施・運営方法を検討し、具体的な方法を決める。
・運営体制の確立
　　電子会議室開設後の運営が最も重要であり、専任のスタッフと体制の整備
を行う。
・情報システムの構築
　　システムの利用のしやすさとセキュリティ面に考慮しながら効率的なシステ
ム構築を行う。
・参加者募集・広報等開始に向けた準備
　　多くの市民が、積極的にまた気軽に参加できるしくみをつくるとともに、わか
りやすく広く周知していく。
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市政一新プログラム　改革項目実施計画表 ＜平成１６年５月２５日＞

年     度

内      容

目　　標
(数値等)

経費節減額
　　　(千円)

内　　容

目　　標
（数値等）

経費節減額
　　　(千円)

年度別
計　 画

15 16 17 18

実施・運営方法の
検討及び運用体制
の検討・整備(9月）
運営体制の確立

システムの構築
参加者募集・広報
等開始に向けた準
備

運営体制の確立 電子会議室の開
設・運営

－ －

計画に
対する
成　果

・庁内用ホーム
ページを利用し、
職員向けの掲示板
を創設する検討を
実施。

－
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